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新規就農しました！新規就農しました！

ご意見・ご感想をお寄せください 農業委員会事務局　TEL 33－3112　 FAX 33－1104

　宇木一組の小林宏明さん・マミさん夫妻を紹介します。二人は東京の会社
で出会い結婚され、家族でアメリカに４年間住んでいたこともあるそうです。
家の果物は美味しかったなと味の違いを実感し、長男でもあり家に戻ったら美
味しい果物を栽培したいと思っていたそうで、昨年Ｕターンし、二人で就農さ
れました。現在は両親と４人でリンゴとブドウを栽培されており、昨年新たに

ブドウの棚を建てられ、シャインマ
スカットやクイーンルージュを植え
たいと意欲を持っておられます。マ
ミさんは、千葉県出身で「農業はも
ちろん、外の仕事は初めてで大変」
と話してくれました。二人とも早く
農作業に慣れ、地域の担い手として
頑張ってもらいたいと思います。　
　　　　　　（青木孝一　農業委員）

小
こ ば や し

林　宏
ひ ろ あ き

明さん・マミさん（宇木一）

　佐野薬師組の小林英晃さんの紹介です。昨年、関東方面での会社
を辞められ就農されました。実家から送られて来るリンゴや桃を同
僚にお裾分けすると皆さん本当に美味しいと言ってくれて、自分で
作った物で同じように喜んでもらいたいと思ったのが就農の切っ掛
けとのことです。「これからは新たな品種を導入し、親が築いてき
た栽培方法を継承しつつ、高品質で且つ収量増加を目指したい」と
話されていました。地域の果樹仲間と研究しながら楽しい農業がで
きるように頑張ってください。　　　　　　（山本善孝　推進委員）

小
こ ば や し

林　英
ひ で あ き

晃さん（薬師）

　上条の芦原弘さんを紹介します。２年前まで地元のＪＡに 30 年以上勤務されていました。
両親の高齢化と介護のため、早期退社し就農されました。
　今はお母さんと二人でリンゴを６反ほど栽培されています。「周
りの人たちに助けられているところも多いので、早く独り立ちし
たい」と話されていました。人とのコミュニケーションが好きな
芦原さんですが、コロナ禍で講習会や交流会が制限されて情報交
換の場が少ないのが残念とのことです。地区の役員やリンゴ部会
の執行部と、公私共に忙しいと思いますが、地域の農業を盛り上
げてください。　　　　　　　　　　　 　（湯本智明　推進委員）

芦
あ し は ら

原　　弘
ひろむ

さん（下手）
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（敬称略）

～サンふじの部～
（12/ ９開催）

第11回ブラッシュアップ品評会

　町の人・農地プランの将来アンケートでは、「後継者や担い手の目途がついていない」「どちらと　町の人・農地プランの将来アンケートでは、「後継者や担い手の目途がついていない」「どちらと
も言えない」という農家が７割を超える結果となっています。「今のところ、推定相続人（後継者）も言えない」という農家が７割を超える結果となっています。「今のところ、推定相続人（後継者）
が農業を継ぐかは未定」という農家もおりますが、一方、町の農業従事者が減少している中で新たが農業を継ぐかは未定」という農家もおりますが、一方、町の農業従事者が減少している中で新た
に山ノ内町へ移住し農業を始めたいと考えている人も増えています。に山ノ内町へ移住し農業を始めたいと考えている人も増えています。
　農業をやめてしまうと、農地や施設が利用されず放置されたり、栽培技術などのノウハウも失わ　農業をやめてしまうと、農地や施設が利用されず放置されたり、栽培技術などのノウハウも失わ
れてしまうことから、今まで築かれたものを有効に利用する方法を考えていく必要があります。れてしまうことから、今まで築かれたものを有効に利用する方法を考えていく必要があります。

農業経営の継承について 制度等の紹介

親元就農者支援助成（県事業）
　　就農時の年齢が満 45 歳未満かつ就農後３年以内で、親と同一の農業経営を行う親元就農者に対し助成就農時の年齢が満 45 歳未満かつ就農後３年以内で、親と同一の農業経営を行う親元就農者に対し助成

（助（助　　成成　　額）30 万円以内（１戸（１法人）１人１回を限度する）額）30 万円以内（１戸（１法人）１人１回を限度する）
（主な要件）・「認定農業者」「認定新規就農者」「中心経営体」のいずれかであること（主な要件）・「認定農業者」「認定新規就農者」「中心経営体」のいずれかであること

　　 　 　   ・経営継承時期が記載された「家族経営協定」を締結しているか、法人の役員となっていること　　 　 　   ・経営継承時期が記載された「家族経営協定」を締結しているか、法人の役員となっていること
　　　 　    ・親元就農時に、親が「認定農業者」「中心経営体」「町基本構想水準到達者」等であること　　　 　    ・親元就農時に、親が「認定農業者」「中心経営体」「町基本構想水準到達者」等であること

「第三者継承」について
　親から子への世襲による経営継承だけでは地域農業の維持が難しくなっているため、農業をやめる人と　親から子への世襲による経営継承だけでは地域農業の維持が難しくなっているため、農業をやめる人と
始める人を結びつける新たな継承方式が注目されています。始める人を結びつける新たな継承方式が注目されています。

（第三者継承の手順）マッチング ⇒ 事前研修 ⇒ 研修実施（継承準備） ⇒ 契約（合意）書作成 ⇒（第三者継承の手順）マッチング ⇒ 事前研修 ⇒ 研修実施（継承準備） ⇒ 契約（合意）書作成 ⇒
　　　　　　　　　  共同で経営を行う ⇒ 継承（経営者交代） ⇒ 継承後のフォローアップ　　　　　　　　　  共同で経営を行う ⇒ 継承（経営者交代） ⇒ 継承後のフォローアップ

経営継承・発展等支援事業（国事業）
　地域の中心経営体等の後継者が、経営継承後の経営発展に関する計画（販路の開拓、　地域の中心経営体等の後継者が、経営継承後の経営発展に関する計画（販路の開拓、
新品種の導入、営農の省力化等）を策定し、同計画に基づく取組を行う場合に必要とな新品種の導入、営農の省力化等）を策定し、同計画に基づく取組を行う場合に必要とな
る経費を支援る経費を支援

（支（支　　援援　　額）１００万円上限額）１００万円上限

農地を後継者に継承した際に課される贈与税・相続税の負担が軽減されます。
（主な要件）・対象となる農地を一括して贈与すること（贈与の場合）（主な要件）・対象となる農地を一括して贈与すること（贈与の場合）

   　 　　　・先代経営者は農地の贈与日まで引き続き３年以上農業を営んでいること（贈与の場合）   　 　　　・先代経営者は農地の贈与日まで引き続き３年以上農業を営んでいること（贈与の場合）
　　　　　・後継者は贈与者の推定相続人、18 歳以上、担い手であること等について農業委員会の証明を　　　　　・後継者は贈与者の推定相続人、18 歳以上、担い手であること等について農業委員会の証明を
　　　　　　受けること（贈与の場合）　　　　　　受けること（贈与の場合）
　　　　　 ・後継者は相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後、引き続き農業経営を行うこと　　　　　 ・後継者は相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後、引き続き農業経営を行うこと
　　　　　　（相続の場合）　　　　　　（相続の場合）


